
 

     当院でのお薬の一般名処方について 

現在、医薬品の供給が不安定な状況が続いています。 

保険薬局において、銘柄によらず供給・在庫の状況に応じて調

剤できることで、患者様に適切な医薬品を提供するために、処

方箋には、医薬品の銘柄ではなく一般名（成分名）を記載する

取り組みを行っております。 

ただし、同じ成分であっても銘柄によって使用感にばらつきが

あります。お薬についてもご不明・ご心配ごとがありましたら、お

気軽にご相談ください。 

なお、令和６年１０月より後発医薬品（ジェネリック医薬品）があ

る薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金を

お支払いいただいておりますのでご承知おきください。（先発医

薬品を処方する医療上の必要があると 認められる場合等は、

特別の料金は要りません。） ご不明な点当ありましたらお知らせ

ください。 

三ヶ島病院 院長                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


